
　北近江の寺院や仏堂に祀られている
多くの観音さま。今もなお地域の人た
ちによって守り継がれています。
　その中から代表的なものをシリーズ
で紹介しています。

北近江の
　観音さま
北近江の
　観音さま

　
観
音
の
里
と
し
て
知
ら
れ
る
湖
北
地
方
は
、ま
た
神し

ん

仏ぶ
つ

習し
ゅ
う

合ご
う

の
色
彩
が
強
く
残
る

地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
観
音
堂・
薬
師
堂
な
ど
の
多
く
は
神
社
と
境
内
を
並
べ
、オ
コ

ナ
イ
な
ど
の
民
俗
行
事
に
も
そ
の
名
残
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
今
回
紹
介
す
る
観
音
像
も
そ
の
一
例
で
す
。
像
容
は
十
一
面
観
音
を
示
し
ま
す
が
、

そ
の
背
に
は「
客
ま
ろ
う
ど
の
み
や

人
宮
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

弉
冉
尊
」と
神
名
が
墨
書
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
日ひ

吉え

山さ
ん
王の

う
二に

じ

十ゅ
う

一い
っ

社し
ゃ

と
は
、比
叡
山（
天
台
宗
）を
守
護
す
る
代
表
的
な
神
々
で
、「
上か

み

七し
ち・
中な

か

七し
ち・
下し

も

七し
ち

社し
ゃ

」か
ら
成
り
ま
す
。
山
王
二
十
一
社
は
、絵
画
と
し
て
表
さ
れ
る

ケ
ー
ス
は
多
い
の
で
す
が
、彫
像
と
し
て
の
遺
例
は
極
め
て
少
な

く
、こ
れ
を
ほ
ぼ
揃
え
た
本
例
は
学
術
上
貴
重
で
、神
仏
習
合
時
代

の
遺
品
と
し
て
、ま
た
湖
北
地
方
の
中
世
史
を
考
え
る
上
で
貴
重
な

資
料
で
す
。

　
ま
た
、山
王
二
十
一
社
の
主
神
で
あ
る「
大
宮・
二
宮
」（
釈
迦・
薬

師
如
来
）よ
り
も
、十
一
面
観
音
像（
客
人
）が
ひ
と
き
わ
大
き
く
造

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
客
人
と
は
、白
山
か
ら
勧
請

さ
れ
た
神
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
白
山
の
影
響
を
受
け
、十
一

面
観
音
信
仰
の
盛
ん

な
湖
北
地
方
の
土
地

柄
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

市
指
定
文
化
財

木
造
十
一
面
観
音
坐
像（
日
吉
神
社
）

『
日
吉
山
王
二
十
一
社
本
地
仏
』19
躯
の
う
ち

・
指
定
日
：
平
成
14
年
３
月
29
日

・
所
在
地
：
高
月
町
井
口

問
高
月
観
音
の
里
歴
史
民
俗
資
料
館

　
　
（
☎
８
５–

２
２
７
３
）

シリーズ⑬

自
転
車
の
安
全
利
用
五
則
を
守
り
ま
し
ょ
う

　
①
自
転
車
は
、車
道
が
原
則
、歩
道
は
例
外

　
②
車
道
の
左
側
を
通
行

　
③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、車
道
寄
り
を
徐
行

　
④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

　
・
飲
酒
運
転
、二
人
乗
り
、並
進
は
禁
止

　
・�

傘
さ
し
運
転
、携
帯
電
話
、ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
等
の
使
用
は
禁
止

　
・
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

　
・
信
号
を
守
り
、交
差
点
で
は
必
ず
止
ま
る

　
⑤
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

平成25年の交通事故発生状況（３月末）
人身事故発生件数� 144件（＋４件）
死者� １人（－１人）
傷者� 190人（＋４人）

（前年比）

　
地
域
の
課
題
は
地
域
で
解
決

田
根
連
合
自
治
会

　
浅
井
三
姉
妹
の
ふ
る
さ
と
小
谷
城
跡
東
側
山
麓
に
あ
り
、小
堀
遠
州
、片
桐

且
元
な
ど「
五
先
賢
」と
い
わ
れ
る
五
人
の
賢
者
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
田
根
地

区
。
そ
の
14
の
自
治
会
か
ら
構
成
さ
れ
る
連
合
自
治
会
の
皆
さ
ん
と
座
ぶ
と

ん
会
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
田
根
地
区
で
は
、地
域
づ
く
り
協
議
会
を
中
心
に
、空
き
家
利
活
用
を
考
え

る
定
住
対
策
や
大
学
と
連
携
し
た
学
生
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、福
祉
活
動
な

ど
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
が
盛
ん
で
、本
市
の
地
域
づ
く
り
の
モ
デ
ル
と
も
言
え

ま
す
。

そ
ん
な
田
根
地
区
が
抱
え
る
課
題
の
一
つ
が
獣
害
問
題
で
す
。
田
根
地
区
は

山
の
ふ
も
と
に
位
置
し
て
お
り
、シ
カ
や
サ
ル
な
ど
の
獣
害
被
害
が
深
刻
で

す
。
対
策
と
し
て
２
ｍ
く
ら
い
の
囲
い
を
施
し
て
も
、簡
単
に
飛
び
越
え
ら
れ

て
し
ま
う
そ
う
で
す
。

　
獣
害
は
本
市
だ
け
で
は
な
く
、全
国
的
な
課
題
で
あ
り
、こ
れ
を
根
本
的
に

解
決
す
る
に
は
、獣
が
里
に
下
り
て
こ
な
い
環
境
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、里
へ
下
り
て
く
る
原
因
を
調
査
し
、現
状
へ
の
対
応

策
を
、国
県
と
連
携
し
て
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
、過
疎
化
へ
の
不
安
や
県
道
郷
野
湖
北
線
の
谷
坂
ト
ン
ネ
ル
老
朽
化

に
対
す
る
調
査
依
頼
に
つ
い
て
な
ど
、た
く
さ
ん
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、地
域
で
で
き
る
こ
と
は
地
域
で
と
、連
合

自
治
会
や
地
域
づ
く
り
協
議
会
が
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
市
と
し
て
も
、そ

の
取
組
み
を
支
援
で
き
る
よ
う
、職
員
の
派
遣
体
制

な
ど
を
整
え
て
い
ま
す
の
で
、利
用
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
、若
い
人
も
含
め
て
、た
く
さ
ん
の
人
が
地
域

を
良
く
し
よ
う
と
励
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
様
子
に
感

激
し
ま
し
た
。
田
根
地
区
の
皆
さ
ん
の
取
組
み
に
負

け
な
い
よ
う
、行
政
と
し
て
の
役
割
を
し
っ
か
り
果

た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。�

　市では風通しのよい開かれた市政を実現するため、市内の自治会をはじめ、自主的な活動を行っ
ているグループ等を対象に、市長が市民の皆さんの声を聴く「座ぶとん会議」を開催しています。

問市民広報室（☎６５－６５０４）

座ぶとん
会議
座ぶとん
会議
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木造十一面観音坐像

日吉山王二十一社本地仏�19躯

行
政
information

問
市
民
協
働
推
進
課（
☎
６
５–

８
７
２
２
）

長
浜・木
之
本
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

５
月
は
自
転
車
の
安
全
対
策
強
化
月
間
で
す

交通安全教室を開催します
長浜警察署・滋賀県警察本部交通企画課 共催

　スタントマンの実演により、自転車事故の危険
性を疑似体験できる内容です。
　市内でも自転車事故が増加していますので、こ
の機会に交通事故の危険性を再認識し、交通安全
に努めていきましょう。

【と　き】	６月10日（月）
� 14時15分～（約１時間30分）

【ところ】	虎姫高等学校グラウンド（宮部町）
� ※雨天時は同校体育館（内容を一部変更）

【内　容】	スタントマンによる交通事故の再現
� 警察官による安全教室など

【定　員】	 40人（先着順）

【申込み】	５月31日（金）までに電話で下記まで

問 申 	市民協働推進課　（☎６５－８７２２）
� 長浜警察署交通課（☎６２－０１１０）

☆住宅新築助成金
最大30万円

☆転入者住宅新築助成金
最大100万円

　※敷地の取得が必要です。

☆転入者住宅改修助成金
最大20万円

※�いずれの助成金も契約額（消
費税等を除く）の５％および
限度額以内の額で、予算の
範囲内となります。

対象となる人は……？
　自分が住むための家の新築（購入）または改修（転入者
のみ）を市内本店業者と契約し、平成23年４月１日～平成
25年12月31日までに引渡しを受け所有している人です。

ここでいう転入者ってどんな人……？
　平成23年１月１日以降に長浜市に住民登録した人です。
ただし、平成22年１月１日～平成22年12月31日の間に長
浜市に住所があった人は除きます。

どんな家でももらえるの……？
　住宅新築助成金の要件として、「新築の一戸建て住宅（建
売住宅、分譲マンションの購入を含む）」、「市内本店業者と
の契約額が500万円以上」などいくつかあります。　　
　また、改修の場合は転入者の助成金のみとなります。詳
しくは問合せください。

行
政
information

マ
イ
ホ
ー
ム
づ
く
り
を
応
援
し
ま
す

問
商
工
振
興
課（
☎
６
５–

８
７
６
６
）

�

地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
進
す
る
た
め
、市
内
本
店
業
者
※
で
自
宅
を
新
築
し
た

人
、新
築
住
宅・マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
た
人
に
建
築
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※
市
内
本
店
業
者
と
は･･･

法
人
は
本
店
、個
人
は
主
た
る
事
務
所
が
市
内
に
あ
る
事
業
者
で
す
。

【
対
象
者
】 

①�

平
成
23
年
４
月
１
日
～
平
成
23
年
12
月
31
日
に
住
宅
の
引
き
渡
し
を

受
け
、第
１
回
公
募
に
申
請
し
て
い
な
い
人

　
　
　
　

�

②�

平
成
24
年
１
月
１
日
～
平
成
24
年
12
月
31
日
に
住
宅
の
引
き
渡
し
を

受
け
た
人

第
２
回
公
募（
申
請
は
年
１
回
）

【
受
付
期
間
】 

６
月
20
日（
木
）～
７
月
３
日（
水
）（
土
日
は
除
く
）

�（
受
付
時
間
９
時
～
12
時　
13
時
～
17
時
※
郵
送
に
よ
る
申
請
は
不
可
）

　
※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
受
付
場
所
】 

長
浜
市
役
所　
本
館
２
階　
小
会
議
室

広報ながはま　2013年５月15日　23　広報ながはま　2013年５月15日


